
規則第113号様式 その一（一般用） 
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年   月  日 
（
納
税
義
務
者
） 

申 

請 

者 

住 所 又 は 

所 在 地 

〒 
 

 

  千葉県自動車税事務所長 様 

ふりがな  

氏名又は名称 

及び代表者氏名 
                ㊞ 

電 話       （       ）      

自 動 車 税（種別割) 減 免 申 請 書 
下記の自動車について自動車税の種別割の減免を受けたいので、次のとおり申請します。 

自 

動 

車 

の 

表 

示 

自動車登録番号          
登 録 

年 月 日 
年   月  日 

種 別  用 途  

車 体 の 形 状  車 名  

型 式  
乗車定員又は 

最 大 積 載 量 

人  

ｋｇ 

総 排 気 量 又 は 

定 格 出 力 

 Ｌ  

  ＫＷ  
車 台 番 号  

所

有

者 

住 所 又 は 

所 在 地 
 

氏 名 又 は 
名 称  

使

用

者 

住 所 又 は 

所 在 地 
 

氏 名 又 は 
名 称  

使用の本拠の位置  

減 免 を 受 け よ う と す る 
種 別 割 

年 度   年度 税 額   円 

減免を受けようとする事由 
及 び そ の 発 生 年 月 日  年   月  日 

減

免

の

種

類  

 災 害 運行できない期間        年    月    日 ～      年    月    日 

 教 習 車 
指定自動車 

教 習 所 

 所 在 地  

 名  称  

 管理者名  

公 益 用 途 

（規６０） 

□ 社会事業用 

  （第１号） 

□ 安全寄与事業用 

（第２号） 

□ 結核検診用 

（第３号） 

□  その他公益  

（第４号イ～ハ） 

□  指 定 公 益  

（第４号ニ） 

生活路線バス  自動車税（種別割）の減免対象バス車両の明細書（別紙様式第７号）のとおり  

そ  の  他   

備 考   

注１ この申請書は、千葉県県税条例第７９条第１項、第８０条第１項第４号から第６号まで又は第８１条第１項の規定による減

免を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ 個人が申請する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略することができます。 

 ３ この申請をする場合は、裏面に掲げる区分ごとの書類を添付しなければなりません。 

 
かな 



 規則第113号様式 その一（裏面） 
 
 
この申請書により申請する場合は、以下の区分に従い必要書類を添付してください。 
１ 災害により被災した自動車の減免（第79条第１項）を受けようとする者は次の書類を添付してください。 
  ①車検証の写し又は登録事項等証明書（以下「車検証の写し等」という。） 
  ②市町村長又は消防署長の被災証明 
  ③被災した自動車の写真（自動車登録番号が確認でき、損壊の程度がわかるもの） 
  ④その他事実を証する書類 
   ア 運行できなくなった自動車は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（平成14年7月12日法律第 

87号）（以下「リサイクル法」という。）第87条に定める回答書又は同法に基づく自動車リサイクルシ 
ステムの状況確認画面の写し又は用途廃止を証する書類 

    イ 一定期間運行できなくなった自動車は、運行の用に供することができることとなった日を証する書 
類として次のいずれかの書類を添付してください。 
・修理完了引渡書又は納品書 
・修理に係る請求書又は領収証 
・その他修理が完了した日がわかる書類 

 
 ２ 自動車教習用自動車の減免（第80条第1項第4号）を受けようとする者は次の書類を添付してください。 
   ①道路交通法施行規則第37条第1項の規定により交付された指定書の写し 
   ②道路交通法施行規則第35条の規定により千葉県公安委員会に提出した備付け自動車一覧の写し 
    （同規則第36条の規定による届出に係るものを含む。） 
   ③減免を受けようとする自動車の写真 

（教習所名、教習専用の自動車であることの表示及びナンバープレートが確認できるものを含む前方・ 
側面・後方から写したもの各１枚、計４枚） 

   ④車検証の写し等 
 
 ３ 公益用途による減免（第80条第1項第5号）を受けようとする者は次の区分に従い書類を添付してください。 

(1)社会事業の用に供する自動車 
 ①定款・寄付行為、規約、登記事項証明書の 
  いずれか 
 ②用途申立書 
 ③予算書及び決算書 
 ④事業計画書及び報告書 
 ⑤車検証の写し等 

(2)県民の安全寄与事業の用に供する自動車 
 ①定款・寄付行為、規約、登記事項証明書の 
  いずれか 
 ②用途申立書 
 ③事業計画書及び報告書 
 ④車検証の写し等 

(3)結核検診用自動車 
 ①定款・寄付行為、規約、登記事項証明書の 
  いずれか 
 ②集団検診事業計画書及び報告書 
 ③市町村会の検診単価提示書 
 ④集団検診契約書（単価がわかるもの） 
 ⑤車検証の写し等 

(4)その他の公益団体の本来事業の用に供する 
自動車 

 ①定款・寄付行為、規約、登記事項証明書の 
  いずれか 
 ②用途申立書 
 ③事業計画書及び報告書 
 ④車検証の写し等 

(5)指定公益団体の本来事業の用に供する自動車 
 ①定款・寄付行為、規約、登記事項証明書の 
  いずれか 
 ②用途申立書 
 ③事業計画書及び報告書 
 ④車検証の写し等 

 

 
 ４ 生活路線バスの減免（第81条第1項）を受けようとする者は次の書類を添付してください。 

① 「自動車税（種別割）の減免対象バス車両の明細書」（別紙第７号） 
   ②千葉県バス運行対策費補助金交付要綱に基づく千葉県バス運行対策費補助金交付申請書及び千葉県バス 

運行対策費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し 
   ③減免対象バス車両の主たる定置場を管轄する運輸行政機関が発行する当該バス車両が主として生活交通 

路線において運行されていることを証する書類 

自動車検査証記録事項が記載された書類 
削除。

自動車検査証記録事項が記載された書類

自動車検査証記録事項が記載された書類

自動車検査証記録事項が記載された書類

自動車検査証記録事項がきさされた書類

自動車検査証記録事項が記載された書類

自動車検査証記録事項が記載された書類
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